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Ⅰ 本 則 

 

１ 適 用 

この要綱は，次の地域に適用いたします。 

沖縄県（当社が定める離島供給約款の適用地域を除きます。） 

 

２ 要 綱 の 変 更  

(1) 当社は，契約期間満了前であっても，この要綱を変更することがあります。

この場合，電気料金その他の供給条件は，変更後の要綱によります。 

(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には，当社は，変更され

た税率にもとづき，この要綱を変更いたします。この場合，契約期間満了前

であっても，電気料金その他の供給条件は，変更後の要綱によります。 

(3) 当社は，(1)または(2)により要綱を変更する場合は，変更内容のみを電子

メールの送信または電磁的方法（お客さまにあらかじめ当社所定のインター

ネットサイトに登録いただき，そのインターネットサイトにお知らせする方

法をいいます。）等によりお客さまにお知らせいたします。 

 

３ 適 用 範 囲  

特定小売供給約款（令和元年８月29日届出。以下「供給約款」といいます。

なお，当社が供給約款を変更した場合には，変更後の約款によります。）の従

量電灯の適用範囲に該当する需要で，お客さまがこの要綱の適用を希望され，

当社との協議がととのった場合に適用いたします。 

 

４ 供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは

交流単相３線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし，周波数は，標準周波

数60ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電圧については，

技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には，交流単相２線式

標準電圧200ボルトまたは交流３相３線式標準電圧200ボルトとすることがあ
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ります。 

 

５ 需給契約の申込み 

(1) お客さまが新たにこの要綱による電気の需給契約を希望される場合は，あ

らかじめ供給約款およびこの要綱を承認のうえ，原則として，インターネッ

トによって申込みをして頂きます。 

(2) 当社が本人確認を行なうため，必要書類等を提示していただくことがあり

ます。 

 

６ 需給契約の成立および契約期間 

(1) 需給契約は，申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

イ 契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適用開始の日が属する年

度（４月１日から翌年の３月31日までの期間をいいます。）の末日までと

いたします。 

ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない

場合は，需給契約は，契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続される

ものといたします。 

ハ 当社は，ロにより需給契約を継続する場合は，継続される契約期間のみ

を電子メールの送信または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいた

します。 

 

７ 料 金 

料金は，その１月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および

別表１（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（3）によって算定された再生

可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，別表２（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は，別

表２（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表２（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100
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円を上回る場合は，別表２（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調

整額を加えたものといたします。 

 

最低料金 １契約につき最初の10キロワット時まで 402円40銭 

電 力 量 

 

料 金 

10キロワット時をこえ120キロワット時 

までの１キロワット時につき 
22円95銭 

120キロワット時をこえ300キロワット時 

までの１キロワット時につき 
28円49銭 

300キロワット時をこえる１キロワット 

時につ き 
30円47銭 

 

８ 検  針  日 

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったものと

される日といたします。 

(1) 検針は，お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日（当社がお客さ

まの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる

日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごとに行な

います。ただし，やむをえない事情のある場合は，当社があらかじめお知ら

せした日以外の日に検針することがあります。 

(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検針

を行なったものといたします。 

(3) 当社は，次の場合には，(1)にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない

ことがあります。 

イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの

期間が短い場合 

ロ 非常変災等の場合 

ハ その他特別の事情がある場合で，あらかじめお客さまの承諾をえたとき。 

(4) (3)イの場合で，検針を行なわなかったときは，需給開始の直後のお客さ

まの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。 
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(5) (3)ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわな

い月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものと

いたします。 

 

９ 使用電力量の計量 

(1) 使用電力量の計量は，次の場合を除き，供給約款29（使用電力量等の計量）

(1)に準ずるものといたします。 

イ ８（検針日）(2)の場合の使用電力量は，記録型計量器により計量すると

きを除き，前回の検針の結果によるものとし，次回の検針の結果の１月平

均値（月数による平均値といたします。）によって精算いたします。ただ

し，供給約款30（料金の算定）(1)イ，ロ，ハまたはニに該当する場合は，

次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数の比によりあん

分してえた値によって精算いたします。 

ロ ８（検針日）(4)の場合，計量値を確認するときを除き，需給開始の日か

ら次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の

直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回

の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの

料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし，供給約款30（料金の

算定）(1)イ，ロ，ハまたはニに該当する場合は，次回の検針の結果を料

金の計算上区分すべき期間の日数の比によりあん分してえた値をそれぞ

れの料金の算定期間の使用電力量といたします。 

ハ ８（検針日）(5)の場合の使用電力量は，記録型計量器により計量すると

きを除き，原則として前回の検針の結果の１月平均値によるものとし，次

回の検針の結果の１月平均値によって精算いたします。ただし，供給約款

30（料金の算定）(1)イ，ロ，ハまたはニに該当する場合は，次回の検針

の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数の比によりあん分してえた

値によって精算いたします。 

ニ ８（検針日）(2)および(5)の場合で，記録型計量器により計量するとき

の使用電力量は，前回の検針の結果によるものといたします。ただし，検
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針日の翌日以降に当月の検針の結果が確認できた場合の使用電力量は，計

量値により精算し，確認できなかった場合の使用電力量は，供給約款別表

10（使用電力量等の協定）を基準として，お客さまと当社との協議によっ

て定めた使用電力量により精算いたします。  

(2) 当社は，14（料金等のお知らせおよび請求）に定める方法により，検針の

結果をお客さまにお知らせいたします。 

 

10 解 約 等 

(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さまにつ

いて需給契約を解約することがあります。 

なお，この場合には，あらかじめ解約日を予告いたします。 

イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合  

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金

を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合 

ハ この要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務（延滞利

息，保証金，違約金，工事費負担金その他この要綱から生ずる金銭債務を

いいます。）を支払われない場合 

(2) 供給約款41（供給の停止）(1)，(3)または(4)によって電気の供給を停止

されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消さ

れない場合には，当社は，需給契約を解約することがあります。  

なお，この場合には，その旨をお客さまにお知らせいたします。 

(3) お客さまが，供給約款51（需給契約の廃止）(1)による通知をされないで，

その需要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合に

は，当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅する

ものといたします。 

 

11 料金の支払義務および支払期日 

(1) お客さまの料金の支払義務は，次の日に発生いたします。 

イ 検針日といたします。ただし，８（検針日）(4)の場合の料金または９（使
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用電力量の計量）(1)イ，ハもしくはニにより精算する場合の精算額につい

ては次回の検針日とし，また，供給約款29（使用電力量等の計量）(7)の場

合は，料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたし

ます。 

ロ 12（料金その他の支払方法）(6)の場合は，当該支払期に属する最終月の

イによる日といたします。 

ハ 需給契約が消滅した場合は，消滅日といたします。ただし，特別の事情

があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は，その日

といたします。 

(2) お客さまの料金は，支払期日までに支払っていただきます。 

(3) 支払期日は，支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。た

だし，次の場合は除きます。 

イ 当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または

検針を行なったものとされる場合の支払期日は，検針の基準となる日の翌

日から起算して30日目といたします。 

ロ 12（料金その他の支払方法）(7)の場合の支払期日は，翌月の料金の支払

期日といたします。 

ハ 支払期日が日曜日または銀行法第15条第１項に規定する政令で定める日

（以下「休日」といいます。）に該当する場合は，支払期日を翌日といた

します。また，翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌

日といたします。 

(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで，それぞれの需給契

約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は，

当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれ

の料金の支払期日は，(3)にかかわらず，それぞれの料金のうちその月で最

後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。 

 

12 料金その他の支払方法 

(1) 料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，料金その
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他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機

関等を通じてイ，ロまたはハにより支払っていただきます。 

イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替え

る方法を希望される場合は，当社が指定した様式によりあらかじめ当社に

申し出ていただきます。 

ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支

払われる場合には，当社が指定した様式によっていただきます。 

ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，そのク

レジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定し

た金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は，当社が指定した

様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 

(2) お客さまが料金を(1)イ，ロまたはハにより支払われる場合は，次のとき

に当社に対する支払いがなされたものといたします。 

イ (1)イにより支払われる場合は，料金がお客さまの指定する口座から引き

落とされたとき。 

ロ (1)ロにより支払われる場合は，料金がその金融機関等に払い込まれたと

き。 

ハ (1)ハにより支払われる場合は，料金がそのクレジット会社により当社が

指定した金融機関等に払い込まれたとき。  

(3) 当社は，(1)にかかわらず，当社が指定した債権管理回収業に関する特別

措置法にもとづく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が指

定した金融機関等を通じて，債権回収会社が指定した様式により，料金を払

い込みにより支払っていただくことがあります。この場合，(2)にかかわら

ず，債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する

支払いがなされたものといたします。 

(4) 料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

(5) ８（検針日）(4)の場合，需給開始の日から直後の検針日の前日までを算

定期間とする料金は，需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日まで

を算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。 
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(6) 料金については，当社は，当社に特別の事情がある場合で，あらかじめお

客さまの承諾をえたときには，(1)にかかわらず，当社の指定する支払期ご

とに支払っていただくことがあります。 

(7) 需給開始の日を含む料金について，お客さまが料金を(1)ロにより支払わ

れる場合は，1,000円を下回る料金については，当社は，(4)にかかわらず，

翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。 

 

13 延 滞 利 息  

(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には，当社は，

(2)の場合を除き，支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ

て延滞利息を申し受けます。ただし，料金を12（料金その他の支払方法）(1)

イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお

客さまが指定する口座から引き落とされたとき，または料金を支払期日の翌

日から起算して10日以内に支払われた場合は，この限りではありません。 

(2) 供給約款51（需給契約の廃止）(2)または10（解約等）によって需給契約

が消滅した場合または需給契約を解約した場合は，消滅日または解約日にお

いてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない料金について，支

払期日の翌日から消滅日または解約日までの期間の日数に応じて延滞利息

を申し受けます。ただし，消滅日または解約日が支払期日の翌日から起算し

て10日以内である場合は，この限りではありません。 

(3) 延滞利息は，その算定の対象となる料金から，消費税等相当額（消費税法

の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税に相当する金額をいいます。）から再生可能エネルギー発電促進賦課金

に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促

進賦課金を差し引いた金額（以下「延滞利息対象額」といいます。）に年10

パーセントの割合（閏年の日を含む期間についても，365日当たりの割合と

いたします。）を乗じて算定してえた金額といたします。 

なお，消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消

費税等相当額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 
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(4) 延滞利息は，原則として，お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた直後に支払義務が発生する料金（(2)の場合は，消滅日または解

約日以降に支払義務が発生する料金といたします。）とあわせて支払ってい

ただきます。 

 

14 料金等のお知らせおよび請求 

(1) 当社は，原則として，料金等のお知らせおよび請求を電磁的方法等により

行ないます。 

なお，電磁的方法による場合，当社が料金を当社所定のインターネットサ

イトに掲載したことをもって，お客さまに料金を請求したものとみなします。 

(2) 当社は，(1)にかかわらず，お客さまが書面による料金等のお知らせをと

くに希望される場合には，書面により行ないます。 

(3) 料金等のお知らせを(2)により行なう場合は，次に定める書面発行手数料

を料金とあわせて支払っていただきます。 

書面発行手数料（１契約種別１月につき） 220円00銭 

 

15 供給の中止または使用の制限もしくは中止 

(1) 当社は，次の場合には，供給時間中に電気の供給を中止し，またはお客さ

まに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。 

イ 発電用燃料の異常需給等により電気の需給上やむをえない場合 

ロ 当社の電気工作物に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場合 

ハ 当社の電気工作物の修繕，変更その他の工事上やむをえない場合 

ニ 非常変災の場合 

ホ その他保安上必要がある場合 

(2) (1)の場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によってお客さ

まにお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りでは

ありません。 

(3) (1)の場合には，当社は，料金の割引等は行ないません。 
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16 そ の 他 

(1) この要綱によって支払いを要することとなった料金その他の債務につい

て，当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には，当社は，お

客さまの氏名，住所，支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知するこ

とがあります。 

(2) その他の事項については，供給約款の従量電灯にかかわる規定（供給約款

41〔供給の停止〕(2)を除きます。）を準用するものといたします。 

(3) この要綱の実施上必要な細目的事項については，Ⅱ（実施細目）によるも

のといたします。 
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Ⅱ 実 施 細 目 

 

 適 用 範 囲  

この要綱から他の契約種別に変更された後１年に満たないお客さまについ

ては，この要綱を適用いたしません。 
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附 則 

 

１ 実 施 期 日 

この要綱は，令和４年４月１日から実施いたします。 

 

２ 解約についての特別措置 

次の地域については，本則10（解約等）(1)イおよびロにかかわらず，当分

の間，お客さまが料金および他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）

の料金を支払期日をさらに30日経過してなお支払われない場合に，需給契約を

解約することがあるものといたします。 

うるま市勝連津堅 

南城市知念字久高 

本部町字瀬底（水納島） 

伊  江  村 

伊 平 屋 村 

伊 是 名 村 

渡 嘉 敷 村 

座 間 味 村 

   

３ 延滞利息についての特別措置 

延滞利息は，本則13（延滞利息）(3)で算定した金額にかかわらず，当分の

間，延滞利息対象額に３パーセントを乗じて算定してえた金額をこえないもの

といたします。 

 

４ 平均燃料価格についての特別措置 

別表２（燃料費調整）(1)イにて算定された原油換算値１キロリットル当た

りの平均燃料価格が37,700円を上回る場合，当分の間，平均燃料価格は，37,700

円といたします。 
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別 表 

 

１ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー電気の利

用の促進に関する特別措置法（以下「再生可能エネルギー特別措置法」とい

います。）第 36条第２項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エ

ネルギー特別措置法第 32 条第２項の規定に基づき納付金単価を定める告示

（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等

を定める告示により定めます。 

なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をインターネット

等によりお客さまにお知らせいたします。 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，当該再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の４

月の検針日から翌年の４月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適

用いたします。 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その１月の使用電力量に(1)に定

める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 

  なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単

位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。ただし，最低料金適用電力

量までは，最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

といたします。 

なお，最低料金適用電力量とは，１契約につき最初の 10キロワット時ま

での最低料金が適用される電力量をいいます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第１項の規

定により認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出ていた

だいたときは，お客さまからの申出の直後の４月の検針日から翌年の４月
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の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第５

項または第６項の規定により認定を取り消された場合は，その直後の検針

日といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，イにかかわらず，イによって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から，再生可能エネ

ルギー特別措置法第 37 条第３項第１号によって算定された金額に再生可

能エネルギー特別措置法第 37 条第３項第２号に規定する政令で定める割

合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令

に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引い

たものといたします。 

  なお，減免額の単位は，１円とし，その端数は，切り捨てます。 

 

２ 燃 料 費 調 整  

(1) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といた

します。 

なお，平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均

原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.2410 

β＝1.1282 

なお，各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原

油価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は，１円とし，その端数

は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。 
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ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

なお，燃料費調整単価の単位は，１銭とし，その端数は，小数点以下第

１位で四捨五入いたします。 

(ｲ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を下回る場合 

燃 料 費 

調整単価 
＝（25,100円－平均燃料価格）× 

(2)の基準単価

 1,000
  

(ﾛ) １キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を上回る場合 

燃 料 費 

調整単価 
＝（平均燃料価格－25,100円）× 

(2)の基準単価

 1,000
  

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整

単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に

使用される電気に適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月 31 日までの

期間 

その年の５月の検針日から６月の検針

日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月 30 日までの

期間 

その年の６月の検針日から７月の検針

日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月 31 日までの

期間 

その年の７月の検針日から８月の検針

日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月 30 日までの

期間 

その年の８月の検針日から９月の検針

日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月 31 日までの

期間 

その年の９月の検針日から 10 月の検

針日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月 31 日までの

期間 

その年の 10 月の検針日から 11 月の検

針日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月 30 日までの

期間 

その年の 11 月の検針日から 12 月の検

針日の前日までの期間 
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毎年８月１日から10月31日までの

期間 

その年の 12 月の検針日から翌年の１

月の検針日の前日までの期間 

毎年９月１日から11月30日までの

期間 

翌年の１月の検針日から２月の検針日

の前日までの期間 

毎年 10 月１日から 12 月 31 日まで

の期間 

翌年の２月の検針日から３月の検針日

の前日までの期間 

毎年 11 月１日から翌年の１月 31

日までの期間 

翌年の３月の検針日から４月の検針日

の前日までの期間 

毎年 12 月１日から翌年の２月 28

日までの期間（翌年が閏年となる場

合は，翌年の２月 29日までの期間） 

翌年の４月の検針日から５月の検針日

の前日までの期間 

 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は，その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費

調整単価を適用して算定いたします。ただし，最低料金適用電力量までは，

最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。 

なお，最低料金適用電力量とは，１契約につき最初の 10キロワット時ま

での最低料金が適用される電力量をいいます。 

(2) 基 準 単 価  

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとおりと

いたします。 

 

最低料金  １契約につき最初の10キロワット時まで 3円15銭7厘 

電力量料金 上記をこえる１キロワット時につき 31銭6厘 

 

(3) 燃料費調整単価等のお知らせ 

当社は，(1)イの各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの

平均原油価格，１トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された

燃料費調整単価をインターネット等によりお客さまにお知らせいたします。 

 


